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１．論文タイトル：日本におけるフードバンクの現状と新しいフードバ

ンクシステムの提言  

 

 

２．論文タイトル（英語）：The present situation of the Food Banks  

and the proposal to its new system  in Japan 

 

 

３．キーワード：フードバンク 食品ロス 貧困  フードバンクシステム  

 

 

４．論文要旨  

現在私たちの周りは食べ物に溢れ、日本は飽食 1の時代を迎えている。しかし

ながらこの飽食の裏には、日本の食品自給率が低く輸入に頼っているのにも拘

わらず 2、無駄にされているものも多数存在する。事実、農林水産省の報告によ

ると、日本では年間約 1,700 万トンの食品廃棄物が発生しており、このうち「食

品ロス」と呼ばれ、可食にも拘わらず廃棄されているもの 3は年間約 500～ 800

万トン含まれると推計されている 4。この数字は、世界全体の食料援助量（約

                                                 

1 食べ物がたくさんあり、選べる状態で食べること。また、「飽食の時代」とは、生活する

のに必要な食料が有り余っている時代のことである。  

2 原田佳子『フードバンク活動における運営主体と行政との関係性の日韓比較』  第 6 回

フードバンクシンポジウム講義資料 ,2013 年 ,10 月 16 日 ,シャングリ・ラ  ホテル ,pp3 

3 石田浩基著「一般家庭における食品ロス削減に寄与する食育についての一考察：つなが

りと循環を学ぶ教育としての食育概念の拡大」龍谷大学大学院政策学研究 ,2013,pp3-5  

4 農林水産省  53 食品ロス削減等総合対策事業  平成 27 年度予算概算要求の概要

より  
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400 万トン）よりも多い。このような現状を知り、解決策を探るうちに我々は

貧困と飽食の間で余剰食品を再分配する仕組みの一つとしてフードバンクとい

う制度があることを知った。このフードバンクというものは日本以外にもアメ

リカや韓国、ヨーロッパなどの海外諸国でも組織的に活動しているのだが 5、海

外諸国に比べて日本のフードバンク活動は十分に普及しておらず、且つ地方に

よって活動規模のバラつきがある。そこで我々は日本のフードバンクの基盤を

合わせ、よりフードバンク活動を活発化させるためにフードバンクの規格化・

モデル化を提言する。 

 1 章ではフードバンクについて説明する。どのような歴史背景、目的や使命

をもって活動しているのか記述していく。次に２章では、海外のフードバンク

事情（主に韓国やアメリカ、ヨーロッパをモデルとする）について説明し、３

章では、日本のフードバンクの現状を説明する。そして 4 章では、 2 章と 3 章

を比較して日本のフードバンクの改善点を指摘して、将来必要であろう日本の

フードバンクの取りまとめ組織の仮想モデルに言及する。  

 

  

                                                 

5農林水産省『海外におけるフードバンク活動の実態及び歴史的・社会的背景等に関する

調査』  pp.90-107 にて海外のフードバンク活動について記載  
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第 1 章 フードバンクとは  

 

第 1 節 フードバンクとは  

 フードバンクとは、食料銀行を意味する社会福祉活動を指す 6。また、一般

には、「食品関連企業や農家、個人から、食べ物としては問題がないが、賞味

期限が近づいた、包装が破損した、印字ミスがあったなどの理由で余剰となっ

た食品を無償で引き取り、それを生活困窮者支援団体に無償で分配する活動」7

と理解されている。 

 大量の食料を海外からの輸入に頼っている我が国であるが、その一方では行

き過ぎた鮮度志向、賞味期限切れ、更に極端な例では商品そのものには何ら異

常がないにも拘らず、輸送中のダンボール箱等外装の汚れ・一部破損による商

品本体の廃棄及び食品製造・加工・販売の際に起こる廃棄や外食・家庭での調

理くず・食べ残しなど、消費されないまま毎日大量の「食品廃棄物」（食品ロ

ス）を発生させている事実もある 8。フードバンクの主な使命としては、このよ

うな食品ロスの削減を前提として、他に生活困窮者の救済、地域の活性化など

が挙げられるが 9、いずれの運営主体も生活困窮者を救済する活動を基盤として

いる。 2012 年では約 3000 トンもの量の食品が日本のフードバンク運営主体に

よって取り扱われた 10。 

 

第 2 節  フードバンクの歴史  

                                                 

6大原悦子著『フードバンクという挑戦  貧困と飽食の間で』岩波書店 ,2008,pp.2 

7 同上  pp.5 

8 須藤浩之 ,菱田次考著「わが国の食料自給率と食品ロスの問題について」名古屋文理大学

紀要  第 10 号 ,2010,pp.132-134 

9 原田佳子著「わが国のフードバンク活動の実態と評価に関する研究」 2011,pp.95‐7 

10原田佳子『フードバンク活動における運営主体と行政との関係性の日韓比較』  第 6 回

フードバンクシンポジウムの講義資料 ,2013 年 ,10 月 16 日 ,シャングリ・ラ  ホテル ,pp.13 
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フードバンクは、1960 年代にアメリカアリゾナ州フェニックスでボランティ

ア活動をしていた John Van Hengel 氏が、まだ食べられる食品が大量に廃棄さ

れている現状を知り、それらの食品を寄付するように頼んだことから始まった。

その後、農家から収穫し残った農作物の寄付を受け、1976 年に「 Second Harvest」

を設立した。そして、1970 年代に様々な都市で彼のシステムをまねていくつか

のフードバンクが設立され、食料を求めている人々を助け始めた。1976 年の税

改正 11により、食料を寄付する会社が税金を緩和されるようになったことも手

伝ってフードバンクは急成長を遂げ始め、80 年代半ばには多くの主要都市はフ

ードバンクをもつようになった。現在では全州で 200 以上のフードバンクがあ

る。 

 アメリカで発祥したのち、1984 年にはフランスにヨーロッパ初のフードバン

クが誕生した。その後スペインやベルギーなど近隣諸国、さらに東欧諸国にも

広がっている。日本で最初のフードバンクが誕生したのは、アメリカで最初の

フードバンク活動が開始されてから約 40年後の 2002年のことである。その後、

2007 年頃に複数のメディアでこれらの活動が紹介されたことをきっかけに全

国的に認知度が高まった。この認知度の高まりと並行して、フードバンク活動

を始めたいと考える人たちが現れ始めた。彼らは、既に活動を行っていたフー

ドバンク運営主体の下でノウハウを学び、ここ数年の間で全国の複数地域でフ

ードバンク運営主体を立ち上げた。その新しく立ち上げられたフードバンク運

営主体の中には、基盤がなにも無い状態で一から立ち上げられた所や、ホーム

レス支援等の別の活動を行っていた組織によるもの、商工会議所が業務の一環

として始めた所や、県が委託事業として始めた所など、様々な運営主体が存在

する。本論文ではこの日本のフードバンクの現状とその環境を考察して、問題

点を克服するための諸方策を模索していきたい。そのためには、次に海外での

初先行事例を観察してみることとしたい。  

                                                 

11 アメリカにおける税法の連邦遺産税と連邦贈与税が統合された。  
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第 2 章 海外のフードバンク  

  

 この章では、海外のフードバンクの内、発祥地であるアメリカと日本の近隣

国にして活発なフードバンク活動を行っている韓国、各国によって様々なスタ

イルをもっているヨーロッパの 3 点取り上げていく。また、各国フードバンク

の組織、行政との関係、活動内容についてその特徴や現状を述べていく。  

 

第 1 節  アメリカのフードバンク  

 

 まずアメリカのフードバンクの組織状況について説明する。アメリカには多

くのフードバンク運営主体や、フードバンク活動を行う協会団体等が存在する

が、アメリカ最大のフードバンクは、ネットワーク上で全米に 200 以上のフー

ドバンク会員を持つ Feeding America12である。災害時には、赤十字など他の災

害救済機関と協力し、食品提供も行っている。また、支援側の特徴としては企

業の社会貢献（ CSR）に対する積極的な姿勢とそれを社会が高く評価する傾向の

強さが挙げられる。こうした背景から、アメリカのフードバンクは一定量の食

品および資金の寄付が定常的にあり、個人からの寄付金も多い。これはフード

バンクの重要な収入源の一つとなっている。また、取りまとめ組織がオンライン

上で食品の調整を・促進する役割を担っていて、国内フードバンク間の連携に

効果的に働いている。 

 次に行政との連携としては、政府がフードバンクをサポートしており、現物

の食品寄贈が約２０億円分、現金支援が約２億円ある 13。行政組織からの直接

的な支援としては、助成金等の資金援助および農務省（ＵＳＤＡ）が農家等の

                                                 

12米国大手の飢餓救援慈善団体で、アメリカのフードバンクの取りまとめの役割をしてい

る。また、毎年 3700 万人以上の低所得者を支援している。  また、 Feeding America とは

日本語で「アメリカの空腹を満たす」という意味である。  

13 大原悦子著『フードバンクという挑戦』岩波書店 ,2008,pp.33－ 35 
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生産者から買い上げた余剰農畜産物の提供がある。このほか、間接的な支援策

として食品を寄付する企業・個人を保護する法律に連邦法である Bill Emerson 

Good Samaritan Food Donation Act of 199614がある。実際に、この法律が施

行された 1996 年以降、企業からの寄付の交渉がしやすくなった。また、フード

バンクに限らず公益非営利法人への寄付を助長する仕組みとして税制優遇制度

があり、寄付者は寄付金の損金参入 15を行うことが可能である。政府のほかに

も、郵便局からの全面的な協力がある。郵便局は、 Stamp Out Hunger（飢餓を

撲滅しよう）というイベントを開催 16した。このイベントでは全米の郵便配達

人が 23 万人参加して、郵便物とともに市民から 3 万 3 千トンもの食品を集める

ことができた。   

 このように、アメリカでは行政からの支援が大きく、それがフードバンク活

動が活発に行われている理由の一つであるといえる。しかし、政府のみならず

市民からの支援も大きい。その象徴としてシカゴに総工費 25 億円のアメリカで

最大のフードバンクオフィスがある。このオフィスは 1 万人以上の市民からの

寄付により建てられ、この中にある倉庫はアメフトコート 5 面分で、スタッフ

は 130 人、毎日 8 万 5 千食を運んでいる。 17また、アメリカ全体ではおよそ 1

年間に 25 億ポンド（約 11 億㎏）の食物を必要な個人や団体に無料で供給して

いる。一般の人々が協力する方法として、地元のフードバンクに食品または現

金を寄付すること、そのような組織を結成する、専門家の技術的援助を受けて

フードバンクが更に効率的に運用できるよう支援することである。提供先とし

                                                 

14 Public Law 104-210, 110 Statute 3011, enacted October 1, 1996 

15法人税計算上の課税所得を計算するために会計上費用として計上されていないが、税務

上損金として計上するものを言う。  

16 年に一度 5 月 8 日に自宅の軒先に、寄付したい食品を置いておくと、郵便配達員がそれ

らを回収し地域の郵便局を経由して各地のフードバンクやフードパントリーに届けるイ

ベント  

17 同上  pp36‐ 39 
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ては、主にアメリカが定めた貧困ラインを下回った個人（約アメリカ人の 8 人

に 1 人 18）や、施設に提供する。また、この個人がフードバンクからサービス

を受給する際には、フードスタンプ 19を受け取る必要があり、これには申請が

必要とされている。  

 

第 2 節  ヨーロッパのフードバンク 

 

 ヨーロッパでは、 PEAD（ European Food Aid Program） 20というシステムの中

にフードバンクが組み込まれており、フードバンクは PEAD から安定して食料

(シリアル、米、バター、オリーブオイル、砂糖等 )を受け取っている。PEAD は

1987 年に EU で設立され、ヨーロッパフードバンク連盟に加盟するフードバン

ク全体の食品の約 50 パーセントを供給している。 

しかし、ヨーロッパ諸国でそれぞれ食品の提供の仕方は多少異なっている。

認可された NGO が直接最終受益者に提供するケースや、 NGO が仲介者として慈

善団体に提供するケース、更に地方自治体の福祉機関が提供するケースの３つ

がある 21。  

 また、国によってフードバンクが十分な提供拠点を有さず、各地方の教会に

                                                 

18農林水産省  『海外のおけるフードバンク活動の実態及び歴史的・社会的背景等に関す

る調査』 pp90-94 

19 1964 年 Food Stamp Act of 1964, as amended に基づき、連邦農務省（ USDA）が所管し

州を通じて実施している。年約 600 億ドル（ 1 ドル＝ 100 円換算で、約 6 兆円）が支出さ

れているフードスタンプの給付額は、各州の基準、個人または世帯の収入や規模などによ

り異なる。  

20 1980 年代に EU 加盟国の仲介業者の倉庫が過剰な備蓄食品で溢れ返っていたときに構

想された。  

21農林水産省  『海外のおけるフードバンク活動の実態及び歴史的・社会的背景等に関す

る調査』  
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提供する場合があり多くの場合認可された団体から小さな団体に食料を配分す

る 2 段階構造をとっている。提供の方法は、各国それぞれの事情を考慮し、自

国にとって最善の方法を選ぶ。例えばルーマニアでは民間の慈善団体が発展し

ていないという問題を抱えているため社会福祉当局が最終受益者に提供すると

いう方法を選んでいる 22。  

 ヨーロッパにおけるフードバンク活動が無駄な食品廃棄へ貢献するという視

点をもっており、商品価値のある食品や個人からの受け取りを断る場合もある。

食品については、最低限の経費をもらい後は無償で提供している。  

 

第 3 節  韓国のフードバンク  

 

 韓国では、アジア通貨危機 23を背景に、低所得者・社会的弱者の急増に対し

ての貧困者救済対策・社会福祉制度の１つとしてフードバンク事業が導入され、

1998 年以降に全国的に実施されている。現在、全国に４２５箇所のフードバン

ク・フードマーケットが運営されている 24。  

 韓国のフードバンク組織体系は保険福祉部によって全国フードバンク、広域

フードバンク、そして基礎フードバンクの三つのレベルが存在し、それぞれが

縦に接続することで事業運営に当たる中心的主体となっている。全国フードバ

ンクの主な業務は、事業遂行の為の全体的な調整、基盤構築などである。広域

フードバンクは基礎フードバンクを支援・管理している。また、食料提供者を

選定し、寄託された物を基礎フードバンクに配分し、基礎フードバンクに対す

る教育・管理、そして基礎フードバンクと全国フードバンクを繋げる役目を担

当している。各基礎フードバンクは地域内の寄託食品を募集し自主寄託品と、

                                                 

22 同上  

231997 年にタイを震源として、インドネシアや韓国などのアジア諸国に波及して起こった

深刻な金融危機のこと。  

24 保険福祉部全国フードバンク HP より  
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広域フードバンクから分配された物を、地域内の社会福祉施設や機関、在宅福

祉対象者 25に渡すなどのサービスを提供している。物流の効率化のために、大

田 26に中央物流センターが設置されていている。  

 韓国では、フードバンク事業を国策としている為、国や行政自治体に組織的

に組み込まれており、積極的に協働している。通常の非営利組織と行政との関

係性には当たらない 27。2006 年 3 月 24 日に、食品寄付活性化法 28が制定された。  

 食品関連企業などから寄贈された食料は、上位から順次下位のフードバンク

を経由して生活困窮者支援団体に提供されている。  

 また特徴的な活動として、生活困窮者に寄贈品を直接提供するフードマーケ

ットがある。フードマーケットとは、既存のフードバンクの問題点 29を補うた

めに作られた事業システムで企業や個人の寄付者から食品やお金などの寄付を

もらい、低所得者に無料または実費で本人が望む物を選ぶことができる店舗、

またはそのサービスやサービスを運営する団体 30である。生活保護受給者およ

び予備軍 31には、ポイントカードが受給されていてそのカードを使用し、月間 5

ポイントをフードマーケットで使用できる。  

 

                                                 

25 自宅で生活しながら、一人で日常生活をすることができない高齢者・病人・障がい者の

こと。  

26正式には大田広域市。  韓国で 5 番目に大きい都市のこと。  

27原田佳子著「韓国におけるフードバンク活動運営主体者と支援者との関係性の研究」『平

成 24 年度マネジメント研究センタープロジェクト研究課題最終報告書』  

28 衛生事故発生時に食品提供者の責任を免除する法律。  

29第  ４章にて詳細を掲載。  

30 김선희 ,주경희著「커뮤니티  기반  사회복지서비스  전달체계  성공조건에  대한  탐색적  

연구：경기지방  푸드뱅크  사업을  중심으로」  

31韓国政府は、最低生計費から最低生計費の 120％までの所得階層を「チャサンウィ階層」

と区分し、経済的支援などを実施している。  
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第 3 章 日本におけるフードバンクの現状  

 

第 1 節  日本の貧困状況について 

  

 なぜ、いま日本にフードバンクなのか。厚生労働省の被保護者調査 32による

と、 2000 年に入ってから生活保護 33の受給者は年々増加している。 2013 年 11

月には過去最高の 159 万 5596 世帯、216 万 4857 人が保護を受け、最新で更新

されている 2014 年 6 月時点で 160 万 441 世帯、 215 万 8840 人が保護を受けて

いる。200 万人ということは日本の人口の約 1.7％、つまり 100 人に 2 人ほどが

生きるために援助を必要としていることになる。つまり、２０００年以降の１

０年間では，生活保護受給者数は約２倍に増え，戦後最高の記録を更新しつづ

けるなど，生活保護は大きな変動の中にあることが明らかとなった 34。 

 しかし、この生活保護さえも受けず健康を維持するのに必要な食事も事欠く

人々、いわゆる「みえない貧困」と呼ばれる人々がその何倍以上も存在するの

が今の日本の実態である 35。母子家庭や低額の年金受給の高齢者、在日外国人

など親族が扶養できず、さらに自力で生活することが難しい、しかし、生活保

護も受けることができない人々が多くいるのである 36。そのような人々に対し

て食料支援を行うことによって食料面、精神面、経済面を補完するシステムが、

フードバンクの役割である。食糧支援を行うメリットとして、経済面では食費

                                                 

32 厚生労働省 HP   

33 生活保護は、日本における公的扶助の代表的な制度で「最後のセーフティネット」と呼

ばれる役割をもっている。  

34牧園清子著「生活保護の動向‐2000 年以降の生活保護‐」松山大学論集第 23 巻第 6 号  

2013,pp.184-185 

35 青木紀著  「現代日本の『見えない』貧困」  明石書店  2003 年  

36 生活保護が受けられない理由として、住んでいる家が持ち家である。もしくは車や預貯

金などの資産がある等が挙げられる。  
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の抑制やライフラインの復旧、精神面では孤立感の解消などが挙げられる。つ

まり、食料支援は様々な年齢層の異なる貧困の形に対して有効に機能すると言

える。 37 

 

第 2 節  日本のフードバンク  

 

 日本においてフードバンクは、2002 年に初のフードバンクとして東京都台東

区に設立された「セカンドハーベスト・ジャパン 38」を筆頭に続々と設立数を

伸ばしてきた。その数は全国に 24 団体あり、内 11 団体が属している「全国フ

ードバンクネットワーク」 39や「セカンドハーベスト・ジャパン・アライアン

ス」 40という各フードバンクで自主的に創り上げた組織がある。しかし、「上

記２つの組織にはほかの地域のフードバンクと連携し、各地域の格差をなくす

ような機能はなく、また、国内のフードバンク全体を統括する機能もない。」41 

 行政組織からの直接的な支援としては、助成金等の資金援助などが挙げられ

る。しかし、この助成金額はまだ十分とは言えず、助成金のほかに数少ない寄

付金、補助金、会員費などで事務所の維持費、管理費などを捻出している。他

に間接的な支援として、食品を寄付する企業・個人を保護する法整備が未だ行

われていないため、食品の提供先との信頼関係が築きづらい。既に一部のフー

ドバンク運営主体では自治体と協働しているが、そこで良好な関係性が構築で

きているのは、ごくわずかな事例でしかなく、行政と全く関係性を持たずに活

                                                 

37 安部彩著「母子家庭の貧困の実態と社会政策」『日本教育社会学会大会発表要旨集録（ 61）』

2009 

38食品会社などから提供を受けた食品を生活困窮者に供給することを目的とした特定非営

利活動法人（ＮＰＯ）のこと。  

39 2009 年に農林水産省が行った「フードバンク活動実態調査事業」による  

40 セカンドハーベストジャパンを筆頭に作られた組織  

41米山広明氏 /ＮＰＯ法人フードバンク山梨 /メールによるインタビュー /2014 年 9 月 6 日  
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動している運営主体がほとんどである。 42つまり、日本においてフードバンク

運営主体と行政との関係は良好であるとは言い難い。  

 

第 3 節  地方フードバンクの活動 

 

先ほど述べた通り、国内のフードバンク全体を統括する機関が無い為、地方

ごとに独自の方法で活動を行っていて、またその活動方法は様々である。日本

の各地域のフードバンクは、実績の上位 43として、「セカンドハーベストジャ

パン」、「フードバンク北関東」、「セカンドハーベスト名古屋」、「フード

バンク関西」、「フードバンク山梨」が挙げられる。我々はその中でも、メデ

ィアにも取り上げられ、さらに独自な活動を行うことでフードバンクの活動幅

を広げている「フードバンク山梨」の活動に着目し、調査した。  

  

（１） FW インタビュー 

 我々は地方フードバンクの現状を現場で把握すべく、2014 年 9 月 12 日 11 時

に NPO 法人フードバンク山梨事務局長の齊藤加代子氏へのインタビューと個別

宅配の箱詰め作業のボランティアを行った。齊藤氏によると、フードバンク山

梨の主な活動は、施設への食品提供、行政と連携した食品支援 (食のセーフティ

ーネット )、相談室の開設、フードバンクファームによる就労準備支援、市民に

よるフードバンクへの参加、子ども教育プログラムの推進、そして国への政策

提言などである。 

 フードバンク山梨の食品配布の方法は主に２つである。１つ目は福祉施設・

団体への食品配達であり、これはフードバンクに提供された食品を週に２，３

回、各施設・団体まで車で届けるものである。２つ目は個人への食品の郵送で、

                                                 

42原田佳子著「韓国におけるフードバンク活動運営主体者と支援者との関係性の研究」『平

成 24 年度マネジメント研究センタープロジェクト研究課題最終報告書』  

43農林水産省㏋より  
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緊急で食料が足りない人へ２週間分の食料を段ボール箱に詰めて郵送している。

この個人への支援は「食のセーフティーネット 44」というモデル事業である。

同事業は独立行政法人福祉医療機関から受託している社会福祉振興助成事業の

一環として行っている活動である。この制度は、食品を送る対象者の選定がフ

ードバンクや山梨ではなく、社会福祉協議会、委員会、地域包括支援センター、

民生委員会といった生活困窮者とのつながりが深く、生活困窮者を見つけやす

い機関（行政 21 機関・民間６団体・社協 18 団体）であり、それぞれの機関を

通して支援要請を受け、食品提供をしている。対象者の事例としては、生活保

護申請から受給までの間の食糧支援や、生活保護を受けられない、または受け

たくない人の食糧支援などである。また高齢者・ひとり親世帯・ホームレスな

どの生活困窮者のうち、連携機関を経由せず直接フードバンク山梨に問い合わ

せてきた人は全体の 6％にしかすぎない。ほとんどの困窮者が最初に行くとこ

ろは市役所や社会福祉議会である。よって、他機関と連携することで残りの

94％の見えない貧困層の把握・支援が可能である。  

 フードバンク山梨では、食品の提供だけでなく、生活困窮者の心の交流も行

っている。手紙や葉書のやりとりをするほか、相談室を設け、困窮者の心のケ

アも行っている。またフードバンクファームでは、耕作放棄地を利用し、訓練

的な就労の場として農作物や花の栽培を行っている。生活困窮者やホームレス

らが専用の畑で共に農作業を行うことによって、自尊心や就職意欲を高め、社

会復帰を支援する活動の事を指す。  

 フードバンク山梨への食品提供は、企業及び団体と個人からの食品提供によ

ってなりたっている。フードバンク山梨では現在 35 社の企業と食品提供同意書

を締結している。個人からの支援は、フードドライブ 45やきずな BOX46等の方法

                                                 

442010 年 11 月より独立行政法人福祉医療機構の助成を受け「食のセーフティネットモデル

事業」として個人への宅配が可能となった。  

45フードドライブは、主にアメリカなどで行われており、家庭にある缶詰やレトルトなど

の保存食品を募り、生活困窮者に寄付する活動である。  
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がある。このような活動の結果を受け、2010 年に助成を受けた 1030 事業の内、

全体の 0.2%である最高位の S ランクであると独立行政法人福祉医療機構 47によ

って評価された。しかし、日本においてまだまだフードバンク活動の認知度や

規模が弱いことは事実であり、あくまで挑戦は始まったばかりであることを齊

藤氏は強く念を押した。 

 

（２）体験ボランティア 

 フードバンク山梨では「食のセーフティーネット」事業として個別宅配を行

っており、今回それの箱詰め作業のボランティアを行った。9 月 12 日の配達総

数は 180 世帯分であり、支援を受ける世帯の人数・アレルギー・調理道具・好

みなどが記入されてある資料と照らし合わせて食品を選択し、フードバンク山

梨から受給者への手紙を段ボール箱に添えて詰める、といった作業を繰り返す

ものである。当日は我々 4 名と専属スタッフ 3 名と学生ボランティア 1 名の計 8

名で作業を行ったが、普段もボランティアの召集は困難で、小人数での作業を

余儀なくされるという。資料の中には受給者からの手紙も入っており、そこに

はフードバンクからの支援を嬉々する声や就職活動を勤しんでいるなどの受給

者の生活状況についての詳細が記載されている。そこにフードバンクと受給者

の繋がりの大切さを感じられ、フードバンクがいかに生活困窮者にとって欠か

せない手を伸ばしているかが伺えた。  

 

                                                                                                                                               

46きずな BOX は、きずな BOX 設置店で買い物をする顧客に寄付する分だけ多く買って貰い、

レジ通過後に設置してあるきずな BOX にその商品を寄付してもらう活動である。  

47独立行政法人福祉医療機構は、特殊法人等改革により、社会福祉・医療事業団の事業を

承継して、平成 15 年 10 月 1 日に福祉の増進と医療の普及向上を目的として設立された独

立行政法人である。  
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写真  個人宅配のための箱詰め作業を行う様子 48 

 

第 4 節  日本のフードバンクの課題 

 

 上記の FW のインタビューによっても明らかなように、日本でのフードバンク

活動は海外での活動と比較しても決して盛んであるとは言えない。設立当初か

ら比べればその広まりは次第に大きくなっているものの、現状として課題が山

積みである。この節は、日本のフードバンク活動における課題を明確にし、フ

ードバンク活動をより活発にするための対応策を思索する助けにしていきたい

と考える。そこで我々は、日本のフードバンク活動が抱える課題を海外の事例

と比較しつつ、 4 つの視点から捉えていくこととする。  

 1 つ目は、法制度である。フードバンク活動において、配布する食料を得る

ことが先決であり、そのためには食品を提供する支援企業との信頼関係を築き

上げることが必要である。海外の事例によると、アメリカでは、連邦法である

ビル・エマーソン食糧寄付法、そして韓国では食品寄付活性化法といった、食

品を寄付する企業や個人に対して保護する法律が定められている。この法律に

よって企業にとっても食品を提供する際のリスクが低くなり、また、受給者に

とっても自己管理の意識が芽生えるので、より流通が円滑に進み、支援の数も

多くなる。実際、このような法律によって、アメリカや韓国でも寄付をする企

                                                 

482014 年 9 月 12 日フードバンク山梨事務所にて個人宅配用の箱詰め作業を視察・実際に私

たち学生もこれを体験した。  
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業や個人が増えている。しかしまだ日本ではこのような法律は存在しないため、

企業側も率先してフードバンクと締結  

しがたい状況となっている。 

 ２つ目は、資金・人材の確保である。現在日本のフードバンクの資金源とし

ては、会員からの年会費、寄付金や募金、地方自治体などからの助成金等であ

る。「農水省からフードバンクへの支援に関しては、2009 年の行政刷新会議に

よって国からの助成金が打ち切りとの方針が出たが、実際は打ち切られてはい

ない。しかし、それでも資金の縮小に各フードバンクが苦しんでいるというの

が現状である 49。」資金の規模として日本が海外のフードバンクよりも小さい

ことは明白である。なぜなら、アメリカや韓国は国策として組み込まれている

ために、自然と補助金や助成金が流れてくる上に慈善活動が根付いているため

に寄付金が募るからだ 50。資金の充実がフードバンク活動の充実に繋がるが、

その資金をどのように収集しどのように運用していくべきかが非常に重要なポ

イントであると言える。 

 現在のフードバンクでは専属・有給のスタッフはわずかで、それと有志のボ

ランティアで構成されている。専属・有給スタッフを雇うところに資金を回せ

ないために必然的に専属・有給のスタッフが少ない。さらに、ボランティアは

仕事が休みの土日に活動することが主で、仕事が忙しいときに参加できなくな

ることもある。ボランティアについては、そもそも日本の文化的背景において

慈善活動に対する親しみや意識が薄いことが挙げられる。「人にものを贈与す

ることと人から享受することに関し偽善であるだとか恥ずかしいといった印象

を持つ者もいる 51。」また、日本では恥の文化があるため、ボランティアを行

う側はその行為に対して恥じらう気持ちがあり、また、受け手も自身が支援を

受ける立場であるということを恥じらう気持ちがある。実際フードバンク山梨

                                                 

49 米山弘明氏 /フードバンク山梨事務局長 /メールでのインタビュー /2014 年 9 月 6 日  

50 石黒マリーローズ著  「キリスト教文化の常識」  講談社  1994 年 10 月 17 日  

51 齊藤加代子氏 /フードバンク山梨事務局長 /口頭インタビュー /2014 年 9 月 12 日  
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では受給者が恥をかかないように「個人宅配する際にフードバンクからだと分

からないように普通の宅配と同じ包装にしている。」 52また、キリスト教徒が

多いヨーロッパでは、慈善活動を行うことが当たり前であり、教会で個人に対

して直接支援を行っている。ヨーロッパの教会に対するところで、日本では寺

院にて災害用備蓄米 53や仏供米、仏供料 54の寄付を生活困窮者に対して行ってい

るケースもある 55。しかし、市民が定期的に教会で礼拝を行うキリスト文化に

比べて、日本では定期的に寺院へ足を運ぶ文化が軽薄であるために習慣づかな

い。日本フードバンクの人材確保においてのボランティア獲得は文化的背景か

らも近年には解決しないため、少人数でいかに運営するかが鍵となる。  

 ３つ目は、個人への支援である。現在、日本では福祉団体や施設などに比べ

て、個人への支援が多いとは言えない。 個人の支援について代表的なものは、

上記したフードバンク山梨が行っている「食のセーフティーネット」などを挙

げられるが、フードバンク山梨に直接支援を求めるのは生活困窮者の全体の６ %

である 56。これは、ほとんどの人が真っ先にフードバンクに支援を求めるので

はなく、まずは、市役所や社会福祉議会 57に支援を求めているという理由から

だ。一方、韓国ではフードマーケットを通して個人への支援を行い、フードバ

ンクが個人に対しての支援を活発に行っている。利用者一人一人の欲求に関係

                                                 

52 齊藤加代子氏 /フードバンク山梨事務局長 /口頭インタビュー /2014 年 9 月 12 日  

53水やお湯を入れるだけで米が炊ける簡易炊飯セットのこと。災害に備えて寺院に常備し

て置く。  

54 仏像に供えるために寄付してもらう米または米を買うための寄付金のこと。  

55 矢澤澄道「粗末に捨てられる食品を生かせるフードバンクとは？」 『寺門興隆』，興山

舎  2010 年， No.6,pp.74 

56 齊藤加代子氏 /フードバンク山梨事務局長 /口頭インタビュー /2014 年 9 月 12 日  

57社会福祉法に基づきすべての都道府県・市町村に設置され、地域住民や社会福祉関係者

の参加により、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っている

非営利の民間組織である。  
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なく一律的に提供することによって、不快な思いをさせたり、利用者が提供さ

れた食料を食べずにそのまま廃棄する等といった既存のフードバンクの問題を、

フードマーケットを利用することで補う事ができる。また、韓国のフードマー

ケットは全国に 127 箇所あり、より個人が支援を受けやすく、個人が直接求め

る食品を手に入れる事が出来る。 

 このように、海外の事例と比較すると日本でのフードバンクと個人の繋がり

がまだまだ希薄である。個人からの支援要請が年々増えていく日本でも、フー

ドマーケットのような個人に直接的に支援を行えるシステムづくりが必要だ。  

 4 つ目は認知度である。現状としては、日本においてフードバンク活動の認

知度は企業、一般市民とともに低い。図１によると、農林水産省が 2009 年 11

月に 20～ 69 歳男女に実施した「フードバンク活動」認知度のインターネット調

査によると、全体の 2000 人の 74.8%がフードバンクの名前や活動を認知してい

ないことがわかった。また、聞いたことはあるが、活動内容を認知していない

人の割合を合わせると、93.8%がフードバンクの実態をつかめていないことにな

る。日本国内で最多の 500 以上の企業と同意書を結んでいるセカンド・ハーベ

スト・ジャパン 58は、活動の一環としてフードバンク山梨など他の地方フード

バンクへも企業紹介をしているが、上記したように認知度の向上の成果はあま

り得られてない。 

 アメリカでは CSR に対する積極的な姿勢とそれを社会が高く評価する傾向が

強く、企業内でフードバンク 

の重要度は高い。更に国体制でフードバンクを行っているために企業、一般市

民共に認知度も高く、また法制度が完備しているために企業内での制度も発展

しているといえる。 

 

 

 

                                                 

58 セカンドハーベスト・ジャパン HP より  



  明治大学 商学部 第 45 回 奨学論文 

- 17 - 

 

 

図 1 

 

 

農林水産省「フードバンク」活動の認知度  

＊インターネット調査  20～ 69 歳 2009 年 11 月実施  

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank/   

の資料に基づき筆者が作製  

情報最終確認日  2014 年 9 月 22 日  

 

第 4 章 総括  

 

 第 3 章で日本と海外のフードバンクの違いを述べたが、日本のフードバンク

活動の飛躍に欠かせない存在として国内の取りまとめ組織を提案する。なぜな

ら、海外では国策として公的機関が取りまとめているお陰で各フードバンクの

基盤を揃え、大規模な活動を行うことが可能となるが、日本ではフードバンク

が国策として取り組まれていないため、それに代わる取りまとめ組織の存在が

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank/
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必要であるからだ。ここでの取りまとめ組織は、国内の各フードバンクの管理

をすることでそれぞれの活動規模を合わせ、日本のフードバンク全体の活性化

を図ることを存在意義とする。第 3 章第 2 節で述べたように、現在日本にある

「全国フードネットワーク」や「フードバンク・ア・ライアンス」という取り

まとめ組織は各フードバンクが自身のフードバンク活動を傍らに行っている組

織なのでうまく機能しきれていない。それ故に我々が提案する取りまとめ組織

は、フードバンク活動を傍らに行う組織ではなく、あくまで国内フードバンク

全体が活性化するための管理や政策提言、PR 活動、ガイドライン作りなどに勤

しむものとする。 

 また、取りまとめ組織の存在によって第 3 章で述べた日本のフードバンクの

課題の克服への活路が開ける。まず、法制度や資金の確保のために重要な行政

への政策提言において効果的といえる。現在、フードバンク山梨では、先進国

のアメリカやＥＵのように法整備をめざし、国に向けて提言するための準備を

進めている 59。しかし、フードバンク山梨 1 団体では政策提言力が弱く、国内

フードバンク全てが所属している取りまとめ組織が提言した方が案件が通る可

能性は高くなる。実際に法が制定されれば、より多くの企業からの寄付が期待

できる。さらに、取りまとめ組織が主体となれば、フードバンク山梨など 60が

筆頭に実施している「食のセーフティーネット」事業なども全国的な事業とし

て実施する事が可能となり、個人への支援の地域差を埋めることができる。  

 しかし、取りまとめ組織は国内のフードバンクの管理は行うが、生活困窮者

との直接的な交流は行えない。第 3 章第 3 節で述べたフードバンク山梨が行っ

ているフードバンクファームや相談室の開設、文通のような活動は、生活困窮

者の心の交流や就労問題などを積極的に面倒みている。取りまとめ組織が行え

ない生活困窮者の心のケアは、各地方フードバンクが引き続き行うべきである

ことを推奨する。 

                                                 

59 米山けい子氏 /フードバンク山梨理事長 /メールによるインタビュー /2014 年 8 月 6 日  

60 現在、フードバンク山梨・フードバンク名古屋・フードバンク関西で実施中  
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 このように、取りまとめ組織により、フードバンクシステム全体の効率化を図

ると同時に、各フードバンクが地域性に基づいた細やかなケアをすることで、

日本のフードバンクレベルの底上げが望まれる。  
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